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政務調査費は、調査研究活動に対し、その経費の一部が交付されるものであり、県民

の税金で賄われていることに鑑み、議員には、その使途について、一層の透明性の確保

と説明責任を果たすことが求められている。

平成23年度決算定期監査において、一部の議員の収支報告書には、県民に理解が得ら

れにくいと思われる事例などが見受けられたので、使途の明確化等を図る必要があると

考える。

Ⅰ ガイドラインの明確化について

１ 人件費について

ガイドラインでは、「調査研究を補助する職員の雇用に要する経費に人件費として、

政務調査費を充当できる。」とされており、勤務の実態を明確にした上で支出する必

要がある。

（１）親族の雇用について

ガイドラインでは、「配偶者に政務調査活動の補助を行わせたことに対する対価に、

政務調査費を充当することは適当でないこと。」とされている。

その他の親族の雇用に係る人件費に充当することの適否は明確にされていないが、

政務調査費として人件費に充当した中には、親族と思われる者を雇用しているもの

があり、県民の理解が得られにくいと思われる。

一方、平成13年10月16日に全国都道府県議長会が示した「政務調査費の使途の基

本的な考え方について」では、「親族を雇用していることについて、誤解を招きやす

いので適当ではないと考える。」とされている。

ついては、全国都道府県議長会の考え方を踏まえ、親族の雇用について明確化す

るよう検討されたい。

（２）企業・団体等に対する人件費の支出について

ガイドラインでは、企業・団体等からの職員の派遣や出向の適否は明確にされて

いない。

政務調査費として人件費に充当した中には、企業・団体等に対して支出したもの

があったが、このような取扱いは、雇用関係が不明確となり、企業・団体等が本来

負担すべき人件費への補填との疑念を受けやすいものである。

ついては、企業・団体等からの職員の派遣や出向について明確化するよう検討さ

れたい。



（３）勤務の実態の明確化について

ガイドラインでは、「政務調査活動に従事していることを証するため、証拠書類

に勤務日数等を明示すること。」とされており、また、「証拠書類（領収書、出納

簿、賃金台帳、勤務簿等）に勤務日数等が既に明示されている場合（賃金台帳、

勤務簿等を添付する場合）は、改めて日数等を明示する必要はない。」とされてい

る。

このため、勤務実態を証する賃金台帳、勤務簿等を必ずしも証拠書類として添

付することにはなっていないと解され、政務調査費を充当できる勤務実態である

かどうかが明確に示されているとは言い難い状況にある。

ついては、政務調査費に充当した勤務の実態を明確にする証拠書類として、賃

金台帳及び勤務簿等の提出を義務付けすることを検討されたい。

２ 事務所の維持修繕費について

ガイドラインでは、「事務所の維持経費については、政務調査活動に使用する範囲

内において充当することができる。」とされている。

また、「事務所用地購入費、事務所建設費に充当することは、議員個人の資産形成

に繋がるものであり政務調査費の対象外とする。」とされている。

今回の政務調査費の中には、最終的には修正が行われたものの、借上げた事務所

の修繕費に充当されたものがあった。

これに関して議会事務局から、「事務所の修繕費は維持経費に該当し、修繕を要す

る物件であることも勘案した上での契約であり、政務調査費の対象とすることは可

能であると考える。」と回答があった。

一方で、修繕費の内容によっては、資産形成とみなされるという考え方や、賃貸

の場合は修繕費を貸主が負担するケースもある。

ついては、借上げ事務所の場合も含め、事務所の維持修繕費を政務調査費に充当

する場合の基準を明確にされたい。

Ⅱ ガイドラインの遵守について

１ 会費・食糧費・宿泊費等について

ガイドラインでは、会費、食糧費、宿泊費等について、県政に関する調査研究活

動に要する経費という前提に加え、対象となる経費の考え方が示されている。

しかし、会費・食糧費・宿泊費等の中には、政務調査活動との関係が不明確であ

り、その都度確認を行う必要があるなど透明性が確保されたとは言い難いものが見

受けられた。

ついては、ガイドラインの使途基準に基づき、政務調査活動であることを明示す

るよう努められたい。

２ 経費の按分について

ガイドラインでは、「政務調査活動以外の活動と渾然一体となる経費については、

原則として証拠書類に案分率の設定の考え方を明示すること。」とされている。

しかし、証拠書類の中には、政務調査費の案分率のみの記載にとどまり、その設

定の考え方の明示が不十分なものが散見された。

ついては、ガイドラインの趣旨の徹底を図られたい。


